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施
行 

昭
和
三
十
六
年
八
月
二
十
六
日

※
市
議
会
議
員
互
助
会
規
約
は
、
市
議
会
議
員
共
済
会
の
発
足
に
伴

い
消
滅
し
た
も
の
で
す
が
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期

給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
九
月
八
日
・
法
律
第

一
五
三
号
）
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る

も
の
を
掲
げ
た
も
の
で
す
。
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附　

則　

抄

（
互
助
会
の
成
立
前
に
お
け
る
在
職
期
間
を
有
す
る
者
に
関
す
る

経
過
措
置
）

4　

昭
和
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
互
助
会
の
成
立
の
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
在
職
期
間
を
有
す
る
者
に
退
職
年
金
又
は
公

務
傷
病
年
金
を
支
給
す
る
と
き
は
、
そ
の
年
額
か
ら
互
助
会
の
成

立
の
日
（
互
助
会
成
立
の
日
以
後
再
就
職
し
会
員
と
な
つ
た
者
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
再
就
職
し
た
日
）
に
お
け
る
そ
の
者
の
報
酬
月

額
に
基
づ
き
、
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額

の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
に
当
該
在
職
期
間
の
月
数
を
乗
じ

て
得
た
金
額
（
以
下
「
納
付
金
相
当
額
」
と
い
う
。）
の
十
分
の

一
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
控
除
は
、
当

該
納
付
金
相
当
額
に
達
す
る
ま
で
行
な
う
も
の
と
す
る
。

5　

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
退
職
年
金
又
は
公
務
傷
病
年
金
の
年
額

か
ら
控
除
を
受
け
て
い
る
者
が
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
遺
族
年
金

を
支
給
す
る
と
き
は
、
そ
の
年
額
か
ら
そ
の
者
に
係
る
納
付
金
相

当
額
の
二
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
控
除
は
、
当
該
納
付
金
相
当
額
か
ら
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

す
で
に
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
に
達
す
る
ま
で
行
な
う
も
の
と
す
る
。

6　

第
四
項
に
規
定
す
る
者
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を

除
く
。）
が
、
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
遺
族
年
金
を
支
給
す
る
と

き
は
、
そ
の
年
額
か
ら
、
そ
の
者
に
係
る
納
付
金
相
当
額
の
二
十

分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
控
除

は
、
当
該
納
付
金
相
当
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
達
す
る

ま
で
行
な
う
も
の
と
す
る
。
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